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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所有車両の前方にある物体との衝突を阻止するための方法であって、
－前記所有車両の運転変数に従って加速度プロファイル（ａＶＯＲ，Ｅ）を特定するステ
ップと、
－その現在の加速度（ａＡＫＴ，Ｅ）に基づいて、前記所有車両の予知可能な加速度（ａ

ＶＯＲ，Ｅ）の時間経過を推測するステップと、
－前記所有車両の経路プロファイル（ＳＥ）を、前記予知可能な加速度（ａＶＯＲ，Ｅ）
の時間経過から決定するステップと、
－前記所有車両の前方にある物体について、現在の距離（ｄｉｓｔＡＫＴ，Ｖ）および現
在の相対速度（ｖｒｅｌＡＫＴ，Ｖ）を取得するステップと、
－その現在の加速度（ａＡＫＴ，Ｖ）に基づいて、前記前方にある物体の予知可能な加速
度（ａＶＯＲ，Ｖ）の時間経過を推測するステップと、
－前記物体の経路プロファイル（ＳＶ）を、前記予知可能な加速度（ａＶＯＲ，Ｖ）の時
間経過から決定するステップと、
－前記所有車両の経路プロファイル（ＳＥ）を、前記前方にある物体の経路プロファイル
（ＳＶ）と比較するステップと、
－２つの経路プロファイル（ＳＥ，ＳＶ）が交差する場合に、または、前記所有車両の速
度が少なくとも許容帯内において前記物体の速度と合致する場合に、前記所有車両につい
て前記物体との見込衝突時間（ＴＫ）を決定するステップと、
－時間（Ｔｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を、確立した前記見込衝突時間と比較するステップであ
って、前記所有車両の速度が少なくとも許容帯内において前記前方にある物体の速度と合
致する場合に、前記物体からの前記所有車両の残余距離（Ｄｒｅｓｔ）および前記時間ま
での速度減衰（Ｖｒｅｓｔ）が決定される、ステップと、
－前記速度減衰がある値未満に収まり、且つ、前記残余距離が同様にある値未満に収まる
場合には、ドライバ非依存の（非常）ブレーキングが開始されるステップと、
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を含む方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記所有車両の運転変数に従って加速度プロファイル（
ａＶＯＲ，Ｅ）を特定する前記ステップが、所有車両について、取得した若しくは計算し
た現在の車両加速度（ａＡＫＴ，Ｅ）、および／または取得した若しくは計算した現在の
車両速度（ＶＡＫＴ，Ｅ）を考慮する、方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、前記見込衝突時間（ＴＫ）が、前記確立した
時間よりも前に収まる場合に、前記見込衝突時間（ＴＫ）における前記前方にある物体に
対する前記所有車両の残余速度、および前記見込衝突時間（ＴＫ）までの見込速度減衰が
決定される、方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の方法において、前記前方にある物体の予知可能な
加速度の時間経過を推測する前記ステップが、前記前方にある物体の現在の絶対速度およ
び／または前記物体の現在の絶対加速度を計算または決定するステップを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の方法において、前記時間（Ｔｔｈｒｅｓｈｏｌｄ

）を前記所有車両について前記前方にある物体との前記決定した見込衝突時間（ＴＫ）と
比較する前記ステップは、前記見込衝突時間（ＴＫ）より前の時間（Ｔｔｈｒｅｓｈｏｌ

ｄ）を確立するステップを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の方法において、所定の期間にわたり前記物体の予
知可能な加速度の時間経過を推測する前記ステップが、その現在の車両加速度に基づいて
、および／または過去に及ぶ所定の長さの期間の間における前記前方にある物体の車両加
速度の時間経過から実施する、方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の方法において、前記所有車両の運転変数に従って
予知可能な加速度プロファイルの時間経過を推測するステップは、特定した非常ブレーキ
減速の場合の前記所有車両にける実システム応答に基づいて実施する、方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の方法において、前記所有車両および前記前方にあ
る物体についての時間経過は、前記所有車両の加速度と同様に、前記前方にある物体の加
速度の時間進行から決定される、方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の方法において、相互に対する２つの前記経路プロ
ファイルを検査するステップは、両方の経路プロファイルが共通の交点を有するか、また
は前記所有車両および前記前方にある物体が相互から最小距離（Ｄｒｅｓｔ）にあるかの
いずれかにおける時間を検索するステップを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の方法において、
　２つの前記経路プロファイルに交点が存在する場合には、（ｉ）交差の時間（ＴＫ）、
（ｉｉ）衝突までの残余経路および／または前記見込衝突時間までの残留速度、並びに（
ｉｉｉ）前記見込衝突時間までの速度減衰（ΔＶ）が決定され、
　前記経路プロファイルが交差しないものの、前記所有車両および前記前方にある物体が
相互からの最小距離（Ｄｒｅｓｔ）を有する場合には、（ｉ）この時間（Ｔｍｉｎｄｉｓ

ｔ）における前記所有車両と前記前方にある物体間の残余距離（Ｄｒｅｓｔ）、および／
または（ｉｉ）この時間（Ｔｍｉｎｄｉｓｔ）までの前記所有車両の速度減衰（ΔＶ）が
決定される、方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法において、
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速度減衰（ΔＶ）の決定は、以前に決定した時間に基づいて実施し、好ましくは前記所有
車両の速度減衰（ΔＶ）は、非常ブレーキング要求があった場合に前記所有車両の実シス
テム応答を考慮し、この時間（Ｔｍｉｎｄｉｓｔ）での相互からの前記残余距離（Ｄｒｅ

ｓｔ）の到達に至るまでの前記速度減衰（ΔＶ）は、積分限界ｔ＝０およびｔ＝Ｔｍｉｎ

ｄｉｓｔ間の前記所有車両における前記加速度を積分することによって決定される、方法
。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法において、ドライバ非依存の非常ブレーキ
・プロセスの開始に対する第１条件は、前記所有車両と前記前方にある物体間の特定可能
な最小距離（Ｄｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）未満に収まることであり、および／または、非常ブ
レーキ・プロセスの開始に対する第２条件は、前記所有車両が前記前方にある物体と衝突
する衝突時間ｔ＝Ｔｋまでの前記所有車両の特定可能な速度減衰（ΔＶｔｈｒｅｓｈｏｌ

ｄ）未満に収まることである、方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法において、警告または他の衝突準備策のた
めの時間は、遅かれ早かれ、ドライバ行動、現在の運転シナリオ、および現在の環境状態
に従って確立される、方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法において、前記所有車両のドライバへの警
告を発出するのに加えて、またはその代替として、光または音の警告が後続の道路利用者
に発出される、方法。
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